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件  名 
図書館の視聴覚室は図書館機能と一体のもので会議室化しないこ

と及び有料化しないことを求める陳情 

 

陳 情 者 

 

秦野市北矢名５６－９ 

公民館等公共施設の使用料値上げ問題を考える会 

代表 平井 洋子 

秦野市鶴巻南１－６－４ 

 平和・民主・革新をめざす秦野市懇談会  

  事務局 石井 富士男 

陳 情 の 要 旨 

市は、平成２８年１０月に秦野市立図書館の視聴覚室（以下「視聴覚室」と

いう）の使用に係る使用料を無料から有料化すると公表しました。 

 市は、図書館の視聴覚室を「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、

保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に

資することを目的」として設置したものです。 

 図書館の視聴覚室は、図書館機能と一体のものです。 

 図書館の視聴覚室の一般開放には、職員及び市民に負担を求めることになり

問題です。 

 従って図書館の視聴覚室は、｢会議室｣ではありません。図書館の視聴覚室を

図書館機能から切り離し、一般「会議室化」とすることは設置目的に反するも

のです。 

 私たち市民は、図書館の視聴覚室を一般「会議室化」にしないこと。 

 そして図書館の視聴覚室を有料化しないこと。 

 市には、図書館の視聴覚室「会議室化」によって利用者等にこれ以上の負担

を求める道理と根拠はありません。 

まずその１は、市監査委員が平成２７年度決算の市の主な財政指標の状況で、

「財政力指数、経常収支比率、実質公債費比率」を挙げる財政運営を評価して

います。 

その２は、市が平成２８年１１月１日発行「広報はだの」で市の財政の健全

度について、「本市の財政は財政悪化の目安とされる『早期健全化基準』を全て

の項目で下回り、前年度までと同様、健全な状態を維持しています。」と自ら評

価しています。 

以上のように市は、「市の台所事情は、健全財政の維持」と認めています。 

従って、下記の項目を陳情します。 

 

陳情項目 

図書館の視聴覚室を図書館機能から切り離し「会議室化」にしないこと及び

視聴覚室を有料化しないこと。 

６月６日の議会運営委員会において配付にとどめるものと決定したものです。 


